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同
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問
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下
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州
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間
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則
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が
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三
が
な
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討
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れ
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い
う
扱
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が
仕
さ
れ
る
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通
市
で
あ
り
、
そ
の
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司
判
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は
、
と
り
わ
け
、
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計
拠
川
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力
が
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ら
れ
る
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タ
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し
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れ
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に
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－
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ら
れ
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れ
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岐
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／
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ず
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／
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ず
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、
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く
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よ
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旨
を
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め
る
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子
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ー
t
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主
受
け
て
、
川
正
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一
ネ
宋
な
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し
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九
ふ
に
規
定
d
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場
入
品
川
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除
い
と
は
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お
け
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述
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え
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ぽ
1

乞
伝
惚
と
し
、
£
は
公
判
測
は

外
に
L
け
る
他
の
y
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の
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品
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ユ
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内
容
L
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す
る
供
出
今
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と
す
る
ミ
こ
は
で
き
な
い
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に
は
、
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来
、
兆
一
次
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に
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い
て
発
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な
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だ
し
わ
ゆ
る
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岡
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則
L
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い
怖
い
い
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す
ノ
る
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義
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つ
J
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め
と
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、
干
の
泌

人
の
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験
事
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に
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て
、

J
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t
双
山
%
と
い
う
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述
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川

J

山
判
的
過
紅
を
針
て
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実
認
心
者
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に
つ
い
て
は
、

供
述
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拠
は
、

什司
r丸、
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の
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程
に
は
ぷ
り
が
入
り
込
む
お
て
れ
が
あ
る
た
め
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す
る
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字
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L
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、
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し
て
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一
パ
中
大
JV14一
へ
る
旨
の
J
E
M
T
〕
偽
証
罪
に
よ
γ
Q
処
罰
の
JF止
司
、
川
沢
利
益
を
受
け
る
松
下
方
ψ
i
宇
者
に

よ
る
反
対
尋
問

げ
仲
飢
判
1
1
川
に
－
民
る
仕
い
直
態
度
の
設
計
二
よ
Q

信
用
性
心
テ
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f
」
を
M
W
h
l
公
司
問
は
に
お
日
る
位
い
卦
に
よ
コ
て
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一
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J

：
t
E
j
i
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－
1
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L
Z
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凡
y
L
L
h
ア
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う
わ
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、
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r児

｛
止
の
計
拠
と
「
ゐ
こ
と
は
で
き
K
M
い
も
の
と
説
明
さ
れ
て
き
た

他
ん
、
川
ポ
汁
広
一
一
二
一
条
以
、
ー
の
諸
規
～
ー
か
、
ご
れ
に
対
す
る
例
外
と
し
し
、

一
定
の
変
件
の
も
と
に
、
公
判
期
日
外
の
供
述
を
裁

J、
l附

円
所
心
事
実
認
乏
の
証
拠
に
位
い
す
る
」
、
こ
を
認
め
て
い
る
迷
！
一
ピ
つ
い
て
は
、

反
対
尋
問
持
は
、

供
述
討
拠
の
い
用
性
を
吟

ト川くこ、

t
f
f
 

比
す
る
た
め
に
斗
え
ら
れ
る
も
の
と
あ
る
か
ら
、
原
供
出
蓄
に
対
一
9
4
0
反
対
J
1
同
日
終
会
の
f
J
え
ら
れ
な
い
い
苅
副
拠
で
あ
っ
て
も
、

反
刻
尋
問
に
代
わ
る
ほ
乙
（
り
j

川
川
市
性
の
恰
泌
的
似
誌
が
あ
り
、

か
つ
日
｝
九l
j
u

－
－
止
処
と
す
J

る
必
要
の
古
川
い
場
ん
じ
に
は
、

航
れ
れ
的
に
一
J

川刻化屯

h
H
V
一
認
め
て
よ
い
か
ら
に
と
説
明
、
芦
れ
て
き
？
た
の
で
あ
る
じ

し
カ
し
、

rL

一
副
人
に
対
し
て

公
判
斯
日
に
お
け
る
供
述
ぷ
取
り
持
般
は
、
憲
法
一
七
条
一
頃
前
段
に
よ
わ

爪
幸
被
缶
入

審
問
す
る
機
会
一
が
保
温

い
ず
れ
に
し
て
も
、

4
1一
条
に
よ
コ
て
、

検
祭
口
、
川
内
主
人
正
は
弁
壮
恋
人

、
L
y
u
h
」、

別
t

↓川いド一

社
人
尋
小
山
町
に
お
け
る
立
一
公
校
お
よ
び
尋
問
柊
川
心
ム
白

τLい
る
こ
と
L

尽
き
る
わ
け
で
は
zd
い

J

そ
れ
は
、
む
し
ろ
、
憲
法
二
じ
条
一
夜

お
よ
び
一
忠
、
ふ
一
し
て
、
刑
訴
訟
心
関
連
諸
規
定
に
よ
二
工
似
訂
さ
れ
る
公
悶
の
い
川
容
」
、
す
な
わ
ち
、
「
公
闘
の
法
延
」
お
け
る
、

公
w
i
L
r
u
裁
判
所
の
誌
で
の
訴
訟
当
事
者
（
U

い付与
J
M
つ
同
時
、
り
ω
菅
川
↓
参
加

の
も
と
で
行
伝
わ
れ
る
点
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
ふ
り
、
実

際
、
彼
青
人
お

t

仏
び
依
然
’
同
心
計
人
コ
ベ
刊
問
へ
の
立
会
権
や
一
尋
問
権
？
た
こ
の
よ
弓
な

1

公
関
心
斗
山
首

の
4
と
ご
保
障
さ
れ
て
は
じ
め

て
そ
の
叫
党
の
主
味

v
i，
つ
も
の
E
あ
る
J

い
う
べ
き
で
、
あ
る
）

他
ト
力
、
供
述
一
t
H
拠
の
特
徴
に
つ
い
て
も
、
ご
れ
今
、
問
訴
法
二
口
条
州
、
の
規
定
山
口
容
J

一
の
閣
法
に
お
い
し
お
絞
F
る
な
J

ば、

「
供
述
渦
科

心
各
ロ
祝
日
同
ト
ル
引
ロ
り
が
人
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
ζ

よ
h
v色、

h
J
L
ム
リ
、
そ
の
内
容
ぞ
れ
山
林
が
？
で
の
採
取
・
似
全
の
応
hJ

十
勺
に
よ
ゥ

りん竹知
d

・
程
い
パ
Jt確
認
「
る
h

一
こ
が
市
川
町
味
セ
あ
る

万
明
、
人
、
が
日
公
立
し

f
j
E
f
：ム

ヨ
ヲ
｛
古
に
Z、

ユ叫応
l

J

J

一
院
ほ
か
一
土
六
日
ず
る
こ
い

、
本
質
的
に
、

再
現
」
一
円
詑
な
性
格
を
ち
つ
が
冷
え
に
、
そ
の
摂
取
を
公
斗
期
日
に
お

十い司て一ゃいりよ山田す

ご
と

D
A
1
4
m
t
丸
る
、
と
わ
ー
っ
凸
’
か
重
裂
で
ム
め
る
よ
う
に
ま
わ
れ
る
c

U、、
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そ
、
円
で
あ
る
と

F
る
と
、
刑
訴
法
三
ハ
）
久
木
一
鳴
が
採
い
い
一
ず
る
「
イ
日
開
法
則
」
は
、
公
判
別
l
に
お
け
る
供
述
採
取
に

b
い
て

は
、
憲
法
一
一
じ
条
お
も
ロ
び
川
訴
法
の
閑
述
諸
山
判
定
に
日
仏
一
っ
て
、
公
閣
の
対
心
訴
を
本
凶
口
と
す
る
ず
続
的
諸
権
利
が
ぷ
訟
巾
事
有
に
保

障
さ
れ
る
」
乙
を
前
提
と
じ
て
、

ま
に
、
「
供
述
」
が
本
質
的
に
阿
現
一
刊
誌
な
性
質
を
も
っ
こ
ー
一
を
念
践
に
お
い
た
う
毛
布
1
裁
判
所

が
、
八
ム
斗
応
川
に
お
け
る

一
子
材
け
り
川
容
i

の
品
目
陣
乃
も
／
二
九
凶
中
仕
い
在
者
か
ら
改
民
γ
J
R
取
さ
れ
る
供
述
に
代
え
て
、
f

小山

4
出
川
川
仙
川
に

お
い
て
当
出
ま
や
は
第
一
一
者
の
記
憶
上
ピ
採
取
a

保
全
さ
れ
た
供
述
」
／
一
事
実
認
定
の
副
拠
に
山
怖
い
「
司
令
こ
ζ

を
原
則
こ
し
て
禁
止
す
る
必

門
口
に
剛
山
市
、
メ
れ
る
べ
き
で
↓
ぬ
る
よ
う
に
霊
わ
札
7
G
P

こ
の
よ
う
は
ー
心
開
法
引
は
、
憲
法
一
条
に
よ

J
J

て
市
川
一
家
に
よ
る
E
川
町
副
議
行
債
の
荷
接
の

F

川
保
と
な
る
及
川
河
心
事
ー
丈
一
試
ど
に

申
k
h
お
き
れ
る
一
治
止
件
な
い
し
一
公
ド
川
口
」
を
旦
ハ
仏
化
す
る
一
証
拠
よ
し
引
一

の
一
っ
と

L
て
理
解
「
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
、
一
に
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事
実
認
む
の
治

ι性

と
は
、
訴
訟
中
i
事
者
れ
い
り
い
い
惟
利
保
障
の
経
知
的
な
尊
重
か
れ
志
叫
す
る
も
の
で
は
な
ノ
＼
む
し
ろ
、
そ
の

I
う
な

T
川
正
的
権
利
保
持
一
り
尊
重
と
、
真
実
念
日
比
や
一
品
設
経
済
羊
J

心
1

公
共
（
山
知
斗
u
L

に
偽
ず
る
ぷ
要
請
と
の
問
の

1

埠
T
J
h
h
均
品
開

ー
る
も
の
J
メJ
え
る
べ
＃
で
あ
ろ
A

J

ヲ
J

I

－
－
こ
の

治
一
？
な
均
簡
」
は
、

「
公
開
の
い
い
川
容

十一川精子以す

久
化

ι
M
K

、りマレ

る

7
続
的
な
権
利
保
障
の
改
大
阪
の
胡
J

雫
一
に
よ
っ
て
五
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
ゼ
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
点

F

人
発
見
や
訴
山
口
ゼ
ボ
等
の
長

蒜
が
こ
れ
に
決
定
的

い
、
手
続
的
除
利
保
円
仰
の
宵
J

一市

る
こ
と
が
や
む
を
如
何
な
い
と
い
認
め
ら
れ

T
J
P
y
j
 

ね
V
L内
〉
炉
い
し
r
ド

公
判
期
に
お
い
亡
公
開
の
吋
否

限
っ
て
、

の
止
）
f
L
採
取
さ
れ
た
供
淡
に
代
え
し
、

公
判
同
期
外
に
お

い
て
吉
rE主
た
は
第
一
苔
の
記
い
川
ー
に
保
註
さ
れ
た
供
出
を
裁
判
所
が
事
五
認
｛
一
む
の
自
拠
に
供
「
る
」
こ
が
一
許
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
で

占
め
り
、
同
法
：
一
二
条
1
d

内
の
尚
限
定
は
、
主
と

L
て
、
そ
の
ん
J

め
り
U
K
此
い
を
定
め
る
も
の
乙
一
止
解
γ
ム
句
、
了
」
r
A
で
き
る

U

iG、

、
｝
り
よ
う
に
み
て
お
小
る
こ
、
従
来
の
法
乱
に
よ
る
一
松
田
川
法
則
』

心
白
骨
説
川
引
に
は

L
一
り
つ
L
T

j

i

、
！
マ
ー

司
法
則
を
、
基
本
的
川

裁
刊
却
に
よ
る
ー
事
実
認
定
U
正
存
性

の
剖
拠
法
則
と
し
て
坦
併
す
る
こ
と
お
ら
、
削
恥
説
法
一

ハ〉h
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問
山
唱
し
」
ト
ヲ
る
公
判
期
ヨ
に
お
け
る
仇
注
採
段
の
特
徴
士
、
不
利
r
か
を
受
け
る
相
手
方
当
斗
ム
オ
へ
の
反
汁
一
マ
問
怯
の
保
障
を
」
心
、
；
平
ヲ
る

「
伝
同
刊
の
一
一
ノ
ス
ト
」
を
阿
る
こ
こ
に
特
化

L
、

仏
川
公
日
出
川
い
れ
に
お
い
て
、
当
事
討
に
け
川
し
、

以
対
尋
問
権
を
は
じ
め
こ
「
る

bdm
ん〕、

ニ／、
l附

T
続
的
諸
棒
引
刊
を
保
障
ァ
る
こ
こ
そ
れ
自
体
の
問
忍
ζ

、
で
の
よ
う
な
権
利
保
障
の
半
重
を
口
乙
ず
る
一
品
拠
法
則
に
よ
る
「
事
実
立
志

。

η
保
障
の
間
程
を
川
町
確
に
メ
！
別
す
る
ご
／
｝
な
く
扱
ハ
て
き
た
、
／
て
い
う

の
ム
閥
品
川
れ
ー

J
：

3
、
ご
日

E
、」
J
7
J
、

しマい！ふ
J
v
v
f
p
ド市川？小川
V
1
6
1
u
i

こ
の
こ
、
と
は
、
刑

訴
法
一
ハ
条
の
一
同
志
」

の
本
貨
を
め
く
る
川

γ一
泌
ト
の
議
論
ピ
J
も
多
八
d
y
h
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
寸
い
わ
れ
る
口

不
倫
に
お
レ
て
は
、
配
川
訴
法

口
川
司
拠
法
引
と
証
人
容
明
推
の
句

ヘ
久
ィ、

fm引げか｛了一め司令

伝
売
法
則
川

の
お
肝
心
孔
折
、
ヲ
亡
し
と

日
円
と
の
関
係
に
湾
L
U
J
G

む
の
よ
う
な

wp訟
を
前
犯
と
し
亡
、
同
法
＝
一
ー
ハ
条
の
ー

法
的
汁
質
一
た
る
唱
は

木
賞

イヘ
νノ

ノ
っ
て
照
開
削
さ
れ
と
き
に
従
来
の
議
論

crJE山
、
を
改
め
こ
検
去
し
て
み
る
こ
と
に

L

¥ 
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出
（
】
川
裕
甘
刑
事
酌
L
1
h
J、

自
灯
、
将
司
市
山
唱
J訴
九
七
K
J

川一
F
l
u

三

ノ、
才、

一
月
九
ム
、
ノ
丁
一
一
一
ん
一
す
ミ

｛

U
爪
一
計
誌
が
い
、
第
一
成
、
一
一

J

一、い出年）

p

一
亡
、
以
下

瓜
の
司
書
ι

げ
勺
い
子
炉
［
叫
一
心
刑
事
「
一
許
ハ
叫
に
砕
い
ザ
判
ワ
亡
い
る
内
能
、
ω
1
年
三
れ
に
対

42Q汗
析
に
珂
三
二
日
山
、
河

石
井
人
間
、
刻
版
、

止
点
一
刑
－
A
二
一
一
、
長
の
い
吾
山
づ
い
と
」
法
，
f
花

要

内

〆

一

巻

別

巻

一

一

μ
向
一
歩
寺
山
r
J

ヘ
4
一
一
次
武
一
心
一
は
一
点
、
一
弘
片
山
立
行
、
ー
一
円
廿
川
…
寸
心
洞
古
川
出
川
町
し
ら
れ
る
こ
y

も
あ
る
〔
こ
の
間
伸
一
歩
め
く
る
高
論
お
よ
む
主
持
心
状
況
が
一

富
山
川
～
紹
介
す
る
も
の
と
〆
〈
、
中
川
式
陵

1

三
f

ハ
朱
刀
い
表
｝
椛
能
L

松
毛
孔
官
H
t
r広
f
細
「
刑
事
一
r
早
川
土
山
川
争
台
、
去
を
判
、

苅

版

、

じ

医

、

円

1
」
木
作
叫
幻
「
J
M
同
町
刈
外
（
’
v

八
七
一
｜
｜
市
再
法
二
六
ん
人
一
戸
〈
の
同
店
営
察
’
i
古
前
仏
染
力
と
を

一
＝
一
ヘ
条
円
高

ι

誌

と

説

話

収

尾

浩

也

井

1
R：
続
別
山
中
i

訴
訟
ー
い
の
予
ぃ
h
b

比
九
九
年
）

ハJ
μ
τ
d

九
九
一
作
十
v

二

んが
1

）
ん
ん
円
、
！
大
町
t
k犬
山

パ
ハ
一
一
F

：一

二
一
ヘ
J
、ぃ

h
パノ一
R
U
A
J
J
U
ゅの
A
Q「

潤
、
市
二
版
、
一

へ
5
）
止
～
丘
一
同
「
川
雫
一
三
郎
ょ
「
の
大
促
対
日
へ
と

ym
一
賀
三
ん
は
一
〔
ル
ハ
一
排
出

六
長
羽
）
に
J

う
川
戸
止
は
、

dr
式
山
に
は
、
＋
青
山
J
人
は
供
述
を
祉
拠
し
可
る
〆
」
の
司
2
J
L
1
り
川
、
木
宋
な
ム
ば
訂
拠
世
力
｛
り
は
い

害
対
／
人
ば
快
述
位
、
同
三
ム
ハ
て
一
孔
泌
能
わ
り
を
取
併
F
J
J
G
こ
三
、
法
る
の
と
あ
る
が
9

7

亡
札
で
は
、
河
放
に
当
事
苦
の

M
さ
m
h
わ
る
効
力

打
At出
、
コ

11司、

九
十
八
ノ
パ
コ

一Y

凡
口
店
、
同
巴
心

を
い、
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パ
一
ず
る
か
を
問
題
一
寸
る
も
の
y

め
る

yrru「

f

L

｛川、あんがん
um

一G
P

油
川
－

F

削
掲
44
一f
F
一
h
）
ヘ
ノ
一
目
、
常
松
義
貴
一
法
川
手
ぷ
州
議
開
山
中
阿
君
九
品

tnLυ
変
雨
、
一
六
寸
六
年
）
ヘ
ノ
一
一
匹
五
、
湾
尾
羽

一
一
総
什
判
例
軒
完
成
金
問
亨
4

訴
訟
は
ダ
一
有
νへ
湖
、
ん
ハ
合
）

i

R
川
リ
川
卜
寺
ぞ
ろ
で
あ
一
千
〕
オ
れ
ほ
、
一
同
討
は
必
ず

1iJ河

斗
で
訟
な
い
与
え
方
て
は
な
い

2
い
ラ
こ
ル
に
な
3

7

一
松
本
品
、
，
f

刑
訴
法
三
↓
f
ペ
朱
心
河
己
」
ギ
計
速

H
松
吊
品
ほ
か
珊
t
所
長
則
刑
事

訴
訟
法
回
一
一
円
作
賞
快
、
今
ん
ベ
九
八
司
）
六
い
、
）
ι

二

ぜ

与

♂
γ

・戸一山一掲許（
G
）ハ百六

F

ヘ
バ
一
一
い
へ
」
中
山
怜
一
刑
訴

U
一
一
一
一
ノ
条
の
川
主
づ
い
亡
」
法
曹
同
報
口
ハ
巻
口
、
二

crJ同
午
～
力
亡
円
以
、
一
従
来
の
同
涯
の
木
空
J

包
め
＼

る
お
一
一
計
一
一
に
へ
い
て
、
一
一
K
L
r
J山
市
川
和
畏
乙
二
、
は
ノ
＼
さ
れ
る
、
台
一
検
討
が
一
は
く
さ
れ
な
い
ま
よ
、
バ
告
げ
請
に
泊
、

L
i
L
V

）
ょ
う
一
い
も
見

〉
」
7

匂
一
ー
；
て
つ
「

一Q
L
一
ー
た
と
え
ば
、
一
一
好
龍
一
日
山
市
予
一
市
7rU
（
企
す
ん
問
、
九
五
八
牛
、
二
〆
〉
／

γ

円
九
日
、
一
三
間
一
m
北
川
ピ
、
マ
ベ
ご
排
除
さ
れ
る
わ
汁
て
は
な

く
、
例
外
出
に
日
ん
科
さ
れ
る
場
合

J2r一
也
珪
山
一
に
っ
こ
へ
ん
山
去
は
、
一
ー
寸
べ
司
、
の
主
人
』
v
h
l

什
刊
し
て
志
向
」
4
4
Q
佐
引
ト
JrJ
乙
り
れ
る
と
L

見
例
外
喜
一
認
め
川
ゆ
い
と
ノ
に
み
え
る
が
、
打
ん
H
川
中
勺
問
い
代
る
ほ
ど
の
じ
れ
日
け
の
抗
一
況
的
以
討
が
あ
り
、
か
つ
え
の
証
拠
を
町
い
る
式
起
P
F

る
｝
U
Z
L
士
三
、
日
ず
い
性
問
心
機
九
三
日
7

〆
ん
な
け
れ
ば
な
ら
な
し
と
h

う
辿
旨
で
は
な
レ
ζ

主
わ
れ
る
一
乙
説
叫
す
－
4
が
、
ぷ
向
例
外
が
認
め

ム
れ
れ
O

場
合
で
あ
っ
て
全
日
人
審
問
栓
4
l
h
h附
さ
れ
た
己
！
れ
は
な

J
な

ど

τ一
に
変
わ
り
は
な
J

と
い
1

、
、
夫
、
戸
仁
川
山
な
い
か
な
お
、
刑
JJυ

法
一
一
八
条
一
志
の
じ
一
戸
？
つ
い

1
4
、
F
法
一
二
一
ハ
ノ
条
喧
が
埠
定
す
る
伝
問
法
則
は
、
主
事
者
に
い
内
し
反
は
尋
問
怜
喜
一
保
障
す

G
Q
F

の
ち
の
て
あ
る
に
r

T

J
享
晶
子
そ
の
註
引
を
故
主
u

た
場
ム
ー
に
は
、
伝
開
店
川
の
倒
的
叩
こ
し
て
雪
山
止
は
伝
聞
迂
ん
ヤ
一
正
拠
三
ア
る
こ
こ
刀

で
き
る
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と
に
よ
る
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と
の

A
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が
あ
る
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峨
敏
川
H

J
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刑
事
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書
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方
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一
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に
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八
前
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司
へ
の
府
吹
川
、
》
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亡
、
一
日
よ
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供
述
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拠
ん
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ず
る
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一
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、
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中
る
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係
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1
て
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権
利
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障
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し
工
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の
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だ
け
て
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味
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る
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ト
つ
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わ
れ
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ο

し
か
し
、
芯
込
七
来
頃
合
段
山
一
J

る
一
刑
事
れ
叶
門

人
に
い
行
ず
る
一
一
一
一
人
審
｝
口
権
一
の
保
持
は
、
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久
人

3
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日
れ
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定
ぞ
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＆
手
続
的
州
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、
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に
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て
、
は
じ
た
て
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♂
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／
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仇
ん
仰
に
よ
り
、
よ
な
ぞ
ハ
一
、

1ぷ
判
所
｛
U
戦
皆
川
に

の
点
に
コ

h
cは
、
品
小
川
敏
雄
ヰ
川
事
故
判
的
実
例
rJ
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よ
り
、
又
は
訴
訟
斗
宮
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者
の
話
、
比
一
に
よ
り
喚
問
ν
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証
人
「
民
fk
判
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ね
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主
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八
日
別
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在
六

U
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ん
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日
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ザ
～
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訂
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ぺ
μ
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す
ぺ
主
む
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り
、

2
2
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の
採
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円
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、
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l
け
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さ
れ
て
い
る
I
t
T
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け
が
ば
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に
は
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で
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刀
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し

v

h

、

－3
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、
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1
、
審
問
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o
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L
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＋
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反
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I
L
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有
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I
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コ
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一
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お
て
示
し
ん
「
汁
川
訴
よ
仏
二
一
ハ
〉
条
及
川

！
パ
条
右
｛
U

「
川
さ
り

Ai貨
を
め
＼
る
従
来
｛
三
一
品
論

号
（
ハ
ハ
一
六
年
一

む
」
代
凶
市
首
↓
じ
る
も
C
てやパ
Jmv

刑
説
法
一

の
対
象
と
な
る
訂
拠
の
純
凶

ヲ一八守山の
の
「

キ；
友
」

セご
J内
ぐ
る

反

問
権
'・" 札

;;.¥i: 

川r

j地
目立

↑i 
行

為
説
u, 
-:v 

I守
cコ

τコ

け川
A
レ
件
一
八

l

ノ
戸
、

t

1具
じヲ

「
同
意

六
条

二
、
円
η
死
じ
乃

J
G
1
3
7
4
メ
じ

げ
川
河
一

の
対
象
と
な
心
、
あ
る
い
は
い

阿
波

J

定
に
と
っ
て

「
一
此
拠
と

d
る
こ
と
か
ご
き
る
」
こ
と
に
な
る

1
4
T
P
E
P
λ
 

よ
先
パ
主

y
y
f、J
l

の
〆
恥
鴎
の
即
解
い
あ
る

反
川
河
尋
問
権
政
謀
説
に
ぶ
れ
や
は

l
i
i
J
 

一

H
1

H

一一ト仁

の
「
同
意

の
「
ぶ
震
」
は
反
対
一
尋
問
権
の
い
は
梨
」

にトパ
d

め
ら
れ
る
子
J

め

l.t: ・f 
る＿ITれ

l主
。、
）） 検

H 察
科、日
的ま
；土 f;J:
、被

ι」
！、
0) 

ー反
L

刊↓山
J

問
権
L

の
似
隙
〉
一
同
係
の
な
い
一
川
拠
花
hu
の
制
限
心
的
排
除
乙
は
山
内
む
つ
か
な
い
、
～
y

に

十J
川市、

川
内
乙
人
が
自
白
調
辛
ハ
を
は
1

〕
め
と
す
る
被
ι一
円
人
出
身
の
公
判
外
供
述
示
、

川
見
解
か
り
は

ー
そ
も
そ
も
被
告
人
の
供
述
に
汁
L
て
、
被
叫
人
－
寸
身
は

I

V

o

－
－
；
か
ら
、
そ
れ
z
ぜ
投
棄
す
る
こ
と
も
あ
れ
も
一
入
山
い
」
以

i
、
そ
れ
は
、
川
訴
法
一
一
六
え
れ

わ
そ
な
い
こ
と
に
な
旬
、
快
力
で
、

副雨明一
ζ

「
る
こ
／
｝
」

に
1

日
立
ー

し
こ

ζ
L
て
J
u
d

じ
は
対
尋
問
読
を
持

バ
音
百

1

「 . 

ほ
の

-r l 
店主
主3

任
意
性
の
ほ
レ
一
H
H

や
一
通
法
収
集
証
拠

生
サ
の
反
サ
尋
問
川
誌
の
深
…
以
内
と
関
係
ρ凡
な
い
訓

反人仏学I"' (; 8) 8 [2iil'i，日



拠
川
市
止
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
、
、

や
は
り
、
同
町
胤
，
心
の
「
同
志
」
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
こ

こ
れ
に
川
ツ
ぶ
ー
、

計
拠
花
η
J
U
h

い
与
行
為
説
に
お
iv
て
は

川
訴
去

二
ハ
グ
必
の

「
河
芯
」
は
、
「
析
に
消
掠
的
ヨ
以
対
尋
問
慌
の
放

烹
に
こ
Y
主
り
ず
よ
り
償
問
的
な

討
川
叫
に
証
拠
べ
斤
h
り
を
ぶ
H
L
J
O
J
事
有
心
訴
訟
し
砧

乙
ー
し
て
洋
服
さ
れ
る
こ
こ
か
っ
、
’
J
l口

副
主
川
を
は
じ
吟
ζ

T

G
紋
告
人
司
J
ろ
公
判
れ
供
述
3
u
u
当
扶
一
に
み
の
日
h
z
t

－d
刻
仏
本
／
）
な
り
う
る

J
U
V乙
さ
れ
、
ま
己
、
他
ト
ヴ
で
、

当
事
者
の
放
案
可
能
日
市
川
刊
で
あ
る
ぽ
ら
ば
、

rnυ
砿
列
伝
附
仰
の
み
に
い
の

ζ 

な f
る日続

三星
f'i 

1)( 
4長
、三ミ

オL

；時

日

川川」心幻

一日川
z
円
い
一
に
よ
り
証
細
川
能
力
を
収
中
日
「
る
一
こ

＼~ 

、
」
の
う
ち
、

i

一
什
品
書
士
は
じ
め

2
ず
る
被
告
人
山
－
止
の
公
判
期
日
外
の
供
述
、
か
、
刑
訴
法

A

＝
一
六
条
の
一
日
円
芯
の
対
象
と

h
a
h
～1
4
J
P
二つ
J

i

－

－

／

i
r
－－ 

少
は
く
と
も
叫
ノ
｝
（
り
山
下
ん
務
に
ー
お
い
こ

一
山
い
ト
渋
持
者
に
つ
い
て
も
ま
デ

〕
同
意
の
有
川
、
ピ
碓
志
し

判事司Lヨ：；丈 ／、条C) I ¥"I t占jに）＇＼て （( ¥ 

同
む
が
あ
れ
ば
、
川
詳
出
一

ヂ
ー
ハ
条
の
戸
，
L
H
山宝川↑
F
と
し
て
持
引
用
、
取
調
、
を
し
、
も
L
、
不
〕
門
前
い
の
従
兄
が
述
べ
ら
れ
た
ド
之
門
に
は
、

検
察
告
が

二
条
の
丹
市
山
と
し
C
請
求
ん
ど
維
持
す
る
と
き
、
こ
れ
に
付
す
る
意
見
1

む
服
出
帆
し
た

i
、
同
全
に
よ
：
f

と
い
そ
取
扱
い
が
、
判
外
な
く
定
着
し
て
い
る
と

Jμ
拠
総
力
ハ
川
l

J

付
為
説
は
こ
れ
同
町
論
的
な
恨
撚
ピ
ド
与

j

ん
る
も
の
と
設
ス

つ
L
亡
、

3
v

i
v
d
 

こ
れ
に
対
し
て
、
反
対
尋
問
除
政
経
一
札
の
ヶ
判
明
か
ら
は
、
似
げ
れ
臼
y
け
調
4

宝
い
や
の
被
告
人
向
ほ
の
公
判
外
供
出
に
つ
い
て
「
一
言
拠
t
す

成え
、｝（」

9 
べら
きれ
でる ～
あべの
るさ「
L で ：1rj

とあ豆
さ るI¥' 
' r 、＇
'' ／］ 今

る あな
こるさ
こ、、完1し
,_ ' Jい 2
－ 川匂

日：、乙
る＂ :"J し

り 1去て
「 も

マr、
れ
：主

「
U
りに
u
m
t
j
、

一

「

l

E

L

一

に
d

る
証
拠
識
に
異
議
が
仕
パ
ド
品
川
己
円
に
ふ
り
か

る、
L

こ

h
h
h
六

r
は
別
の
、
当
事
考
こ
す
先
原
理
に
白
米

L
～
八
一
般
的
制
支
と
し
て
解
釈
構

i3、

と
こ
ろ
で
、
反
刻
尋
問
権
r収
業
一
訟
は
、
別
一
北
川
一
一

" 粂

賓
の
必
旨
に
つ
い
て
、
同
法
一
一
一
二
心
条
は
戸
主
山
一
r
A

条
二
墳
の

社
人
富
山
問
権
に
山
川
来
ず
る
訓
拠
能
ん
の
制
限
一
ア
氾
ル
る
の
で
↓
め
る
町
、
巾
1
事
再

τ古
の
ん
一
て
ま
え
お
ら
妓
缶
入
の

（阪人比羊 C7 l ＇』i)9 ＇＂＇日 7にj



r児

I
3
反
一
刈
尋
問
梓
の
保
障
主
及
ば
し
て
い
る
乙
の
則
一
解
を
川
婦
に
、
「
被
：
門
人
、
検
然
円
い
ず
れ
の
治
「
る
反
対
弓
問
権
も
政
支
U
7
一色川

と
一
品
開
ず
る
。

L
か
白
、
叫
刊
一
門
川
加
が
り
日
提
y

」
γ
る

す
汁
叶
i

引
刊
で
あ
川
、
円
以
業
さ
れ
る
仕
ら
ば
一
円
一
条
は
も
は
や
山
一

μ

J、
l附

「
伝
同
法
則

の
州
内
得
、
あ
る
い
は
、
司
法
則
乙
反
対
尋
問
昨
件

の
関
係
に
悶
ず
る
r
七
の
よ
う
な
珂
円
滑
が
、
ぞ
れ
日
体
、
川
訴
法

。

条

境

η
定
め
る

剖
拠
法
則
l

の
政
旨
乱
切
と
し
↑
主
立

h

ー
で
あ
る
か
は
説
問
で
あ
る

U

刑
訴
法

公
刊
鮫
川
に
お
円
る
供
述
に
代
え
て

公
川
町
山
日
れ
に
お
い
て
当
凶
作
弘
い
）
第
一
者
の
記
憶
上
げ

。
条
項
は

山
川
保
九
ナ
デ
れ
た
供
述
を
故
川
川
イ
ー
の
事
実
認
｛
疋
ハ
山
一
元
拠
PL
位
す
る
、
一
と
か
で
き
な
レ
旨
九
A

子
一
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
朝
山
口
J
き

れ
て
レ
る
の
は
、
公
判
斯
日
に
お
け
る
供
述
ぷ
取
と
公
判
断
貯
ぱ
外
に
お
日
る
そ
れ
と
の
等
兵
で
お
る
と
い
戸
つ
べ
き
と
こ
ろ
、
前
節
に
お

い
て
み
た
よ
う
に
、
公
判
期
日
に
犯
行
る
供
述
ほ
取
り
、

公
判
期
日
外
の
み
一
れ
と
心
対
比
に
お
付
る
本
質
的
待
機
は
、

当
つ
は
供
述
荒
川
日

に
よ
っ
て
不
利
訴
か
一
受
わ
る
桐
千
万
当
事
者
出

ー
反
対
話
fm山内防相

の
い
弘
治
7

L

っ
か
？
一
る
も
の
で
は
ほ
ノ
＼

九
九
り
し
ろ
、
氏
慌
の
法
廷
に
お

>Jとる
!1) らー
らとド
れ ζJ

る放
べ判
き月可
-cこ江〉

あ｝苛
ると

う：＂
；ご事
！在者
ti の
れ iす
るさ等

コ
ゴ土

審
参
加l

「
公
開
の
い
判
官
」
り
包
と
て
行
ヒ
わ
れ
る
」
と

い
い
か
え
れ
ば
、
「
以
汁
尋
問
権
」
問
、
公
判
刻
ヨ
に
お
け
る
「
公
闘
の
一
村
容

の
も
、
と
で
の
供
浅
間
咋
攻
に
お
い
て
一
品
訟
斗
卒
去
に

保
障
さ
れ
る
、
～
き
芸
品
（
な
ア
続
的
権
利
の
ふ
つ
で
は
あ
る
と
マ
ニ
ト
も
、
ゆ
一
何
？
ヘ
ー
さ
は
な
い

す
な
わ
ら
、
反
対
一
尋
問
権
」
は

三
川
リ
日
付
ご
い
川
ト

J
U止へ
E
華
人
門
、
ふ
ド

C
、
＼

VIr－－

1
；
2
1、y
J主
f

；
1
7
－
i
d

〆
」
ノ
＼
に
被
告
人
以
外
の
第
一
が
一
か
つ
の
供
述
採
取
に
お
い
て
保
障
さ
れ
る
「
公
開
の
法

廷
に
お
け
る

公
JU
』
な
よ
品
川
所
の
討
と
の
巾
事
請
の
刈
比
J

か
つ
司
時
心
者
河
本
J

川U
L

の

「

要

素

」」a
J
V
4
一之、ム

t
n
r
Lみり’
b

h

〉
一

f
v

：；
i
v
L
3
4
4
2

宇

の
放
棄
の
外
に
士
ノ
て
、
刑
訴
法

ハ
条
一
川
d

況
の
一
救
出
ギ
」
が
ヰ
ー
か
れ
る
坪
山
を
す
べ
て
説
明
し
つ
点
、

rJW
；
は
不
り
詑
セ
あ
る
、
」

ρ
、
フ
ペ
、
JJF

一γよめ
｝
白
。

被
t
H
白
人
什
身
か
ら
の
公
述
一
死
以
に
つ
い
と
レ
え
ば
、
た
と
え
ば

一
取
北
ぺ

と
公
判
敗
日
に
お
、

U
G校
計
百
人
質

捜
査
機
関
に
よ
る

＇；；」人法学 l河口ょIJ) ；υ［2iil'i.弓、



ド司

つ
い
て
刑
訴
法
が
手
記
7

し、

巨
紛
然
で
あ
る
、
で
つ
に
、
公

ま
丈
、
五
段
い
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
対
比
し

汀
開
閉
山
外
に
お
け
る
供
述
採
取
の
あ
h
ん
と
公
判
初
日
に
お
け
る
そ
れ
と
で
は
、

「公
J

な
裁
判
所
、

公
開
、
ニ
語
、

弁
護
人
災
粁
枚
、

，万
44M
人

の
保
障
の
右
与
な
い
1

〆
州
い
容
に
お
い
て
、
刑
叩
小
川
広
一
一

じ
条
一
墳
が
れ
八
件
化
し
よ
う
／
て
J
司令

定
（
り
泊
主
性
l

に
刊
に
J
L
て
、
本
質
的
な
J
L
逗
ハ
が
認
め
ら
れ
る
よ
弓
に

ま
戸
～
、
ー
ー
一
誠
弁
は
、
被
疑
者
：
：
：
の
伏
述
を

録
取
し
た
も
の
で
ふ
め
る
n
L
か
L
、
タ
グ
：
の
場
台
、
仏
泌
を
そ
の
ま
ま
に
お
載
し
た
も
の
で
は
な

J
ι
γ
L
い
わ
ゆ
る
ー
作
文
読

主
日
一
川
町
町
時
に
代
r
ム
さ
丸
る
｜
｜
一
川
町
、
必
込
収
全
日

の
記
載
甘
い
叫
が
原
供
述
の
ム
コ
件
ー
し
役
す
る
か
苔
か
の
一
向
恕
も
、
ま
さ
し
く
、
川
主

一
一
一
条
一
疫
の

署
名

ιし
く
は
打
川
市

と
f
ろ
で
あ
〆
亡
、
一

の
関
心
事
に
以
L
U
J

る
と
こ
ろ
て
為

る
と
い
わ
位
行
れ
ば
な
ら
ド

v

判事司Lヨ：；丈 ／、条C) I :"I t占jに）＇＂て （(: 

実
除
、
誌
に
γ
人
一
も
、
市
訴
訟
一
一
一
ハ
条
一
項
は
、
同
出
一
一
二
条
お
よ
び
一
」
れ
ど
冷
吊
す
る
山
円
、
ふ
れ
一
一
何
粂

ym（
ハ
ピ
、

「
同
意

b
f

、
川
捉
と
し
て
解
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
t

市
川
股
t
け
の
以
件
7mr
ら
除
外
し
て
お
ら
ず
、

同
条

υ

一ハの

首3

ま
た
、

主
諸
条
の
規
定
に
引
か
わ
ら
ず
」
と
は
、
、
｝
れ
つ
の
誇
yd
吋
山
七
二
上
っ
て
証
拠
能
力
が
認
め
ら
れ
る
か
γ
m
l
h
p
」
問
つ
ま
で
も
と
，
よ
」
い
よ
ノ

意
味
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
向
山
口
利
害
に
悶
ず
る
右
の
よ
ム
三
zλ

務
し
し
の
扱
し
い
に
は
、
ん
け
卸
川
聞
が
認
め
ら
れ
る
乙
い
た

l

一山
J

ベ
ミ
」
で
ふ
め
プ
？
っ
し
そ
L
J
L
、

向
の
一
日
ロ
人
尋
問
調
書
等
の
同
法
一
一
一
一
条
砲
の
占
的
に
つ

U

て
も
、
基
本
的
に
安
当
－
J
る
も
の

r
い
う
戸
～
乙
が
で
き
る
で
7
に
回
】
わ
れ
る
υ

同
般
の
指
拘
は
、

反
対
尋
問

111 

ー
よ
ー
が
っ
て
、
少
な
く
こ
も
在
幻
よ
え
な
苦
味
で
は
、
刊
誌
法
今
一
二
六
条
の
司
告
の
白
川
味
は
、
そ
れ
が
反
対
尋
問
権
の
放
棄

に
な
る
場
人
い
て
あ
る
日
J

モ
ア
か
、
池
に
一
副
池
山
花
r

叶
与
一
認
パ
的
手
方
法
門
ー
あ
る
刀
こ
う
か
な
ど
こ
い

hf
と
台
は
じ
め
か
け
っ
問
題
作
！
？
レ
日
い

c、
す
な
わ
ら
、
そ
の
よ
う
仕
考
伝
に
ま
f
J
f
〈
辺
、
カ
ベ
ー
わ
な
い
ザ
＼
そ
の
証
地
能
力
を
は
円
定
で
き
る
／
一
い
う
こ
と
な
心

ず
る
証
拠
能
力
付
け
u

行
為
説
正
説
く
J
こ
ろ
の
ほ
う
が
妥
当
で
為
る
よ
当
に
忠
わ
れ
る
ι

4乙
フ下ご

jケ

（阪人比羊 C7 l j l 11 (2川7 s l 



r児

も
っ
と
も
、
川
見
解
が
、
刑
訴
法

「
川
玄
」
主
、

こ
L
て
点
訴
す
る
こ
と
の
帰
結
と

L
1
1
「
斗
事
有
の
放
棄
川
花
な
樗

Y, 

の

ム
ハ
叫
ん
の

的
な
、
平
川
拠
仁
証
拠
化
工
h
M
J
J
付
与
す
る
当
事
者

利
で
あ
る
な
り
ば
ー
の
J

付
利
保
障
の
た
め
に
定
め
た

T
叫
況
に
虐
行
し
て
以
集
び
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